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研究成果の概要：

本研究は中国ビジネスの諸問題について，中国での現地調査を通じて多角的に検討したもの

である。現地調査にあたっては，中南財経政法大学（湖北省武漢市），南開大学（天津市），義

守大学（高雄市）の 3 大学から協力を得て，データ収集を行った。その結果，中国における提

携戦略，人的資源管理，マーケティングそれぞれの展開について，一定の課題と知見を明らか

することができた。
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直接経費 間接経費 合 計

2006 年度 1,400,000 0 1,400,000

2007 年度 1,200,000 360,000 1,560,000

2008 年度 900,000 270,000 1,170,000

年度

年度

総 計 3,500,000 630,000 4,130,000
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１．研究開始当初の背景
(1)戦略分野

福島大学経済経営学類と中南財経政法大
学工商管理学院は、共同研究テーマとして
「日中企業における経営戦略に関する比較
研究」を掲げて、その主要な研究課題として
「日中製薬企業における戦略的提携の可能
性」が選定された。その選定の事由は、中南
財経政法大学のある武漢市郊外に経済特区
となっている工業団地がメディカル関連企
業の積極的な誘致を進めており、日本の製薬
企業誘致に向けたアドバイスを要請された
ことが発端であった。

(2)人的資源管理分野
人的資源管理の定量分析（従業員の就業意

識調査）の研究背景としては以下の点があげ
られる。中国企業、とくに日系ではない企業
の中国人従業員の就業意識を調査した研究
は、国際的にも多くなく、さらに各国企業従
業員との比較研究も少ない。調査担当者は中
国企業への調査アクセス可能性および日本
での調査データ蓄積を有しており、このよう
な状況のもとで比較研究を行うことには、学
術的にもまた実践的にも意義があると考え
られた。
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(3)マーケティング分野
わが国を初めとして，さまざまな産業が成

熟段階にある先進国においては，製品だけで
差別化を図ることが困難になっている。その
ため，顧客からの苦情を適切に処理すること
で顧客満足を高め，高いブランド･ロイヤル
ティを達成するという考え方が広まるよう
になった。またこのことは，学術的にも活発
に議論されるテーマとなっている。
一方，経済発展の最中にある中国では，こ

のような考え方はまだ一般的とは言いがた
い。また，学術的にも中国を対象とした研究
はさほど蓄積が進んでいない状態にある。

しかし，先進国での動向から推測すれば，
さまざまな産業が成長段階から成熟段階へ
と移行するにつれて，今後，中国においても
苦情処理の重要性が増してくることが予想
される。

２．研究の目的
(1)戦略分野

中国の内陸部に位置する武漢市に日本の
メディカル関連企業の積極的な誘致を図た
めの戦略的課題は何か、また、誘致を展開す
る際の障壁は何かを解明し、戦略提言をまと
めことにある。

(2)人的資源管理分野
一般に中国の人的資源管理については、日

本や欧米のそれとは異なる独自性を有して
いるという指摘が多いが、他方で文化的な影
響があまりなく、普遍的な結果を得ていると
する実証研究もある。人的資源管理の定量分
析（従業員の就業意識調査）担当者は、人的
資源管理や組織行動における鍵概念のひと
つであり、また文化や価値観の影響も受ける
と考えられる組織的公正を中心的な概念と
して、日中比較によって各国の独自性と普遍
性を明らかにすることを目的とした。

(3)マーケティング分野
上で述べた研究背景に基づき，担当者は以

下の研究目的を定めた。すなわち，日本・中
国・台湾の 3 地域での比較調査を通じて，企
業の苦情処理方針と消費者の苦情表明（の起
こりやすさ）との関係を明らかにすることで
ある。これにより，苦情に関する中国の消費
者行動の特徴を把握することを目指した。

なお中国本土のみならず台湾でも調査を
行った理由は以下のとおりである。台湾は中
国本土に先行して経済発展を遂げており，産
業の成熟化も迎えている。中華文化圏として
中国本土と同一にカテゴライズ可能な台湾
の消費者についても同時に比較することで，
日中の消費者の文化的な差異を相対化しや
すいと考えたためである。

３．研究の方法
(1)戦略分野

ヒアリング調査および資料収集を行った。

(2)人的資源管理分野
人的資源管理の定量分析担当者は、日中両国
で実施された従業員の就業意識についての
質問票調査データを分析の基礎としている。
中国企業の調査は 2008 年に江蘇省ほかの 4
企業における181名の回答データをもとにし
ている。日本企業のデータは、担当者が 2004
年に実施した兵庫県での615名の回答データ
をもとに分析をおこなった。

(3)マーケティング分野
調査では質問紙を用い，福島大学（日本・

福島市）227 名，南開大学（中国・天津市）
265 名，義守大学（台湾・高雄市）292 名の
大学生に協力を得て，回答を得た。

質問紙では消費者の実体験ではなく，調査
者が設定した架空のシナリオをまず読んで
もらった。そして，企業の苦情処理方針の種
類（①返品〔A可能／E不可〕，②従業員への
権限委譲〔B 高／F低〕，③返品に伴う顧客の
手間〔C 小・G 大〕，④苦情の伝えやすさ〔D
易・H 難〕）ごとに，苦情表明行動（①返品，
②直接苦情，③間接苦情）について最も当て
はまると思う選択肢（まったく思わない・あ
まり思わない・そう思う・大いにそう思う）
を選んでもらった。
ここで架空のシナリオを用いた理由は，多

様な要因をコントロールしやすいためであ
る。とりわけ，不満を感じた経験の有無や製
品特性の違いに左右されて分析が成立しな
いリスクが生じることを重視した。ただし架
空といっても，3 地域のほぼすべての回答者
が購入経験のある製品のほうが回答しやす
いと考えたため，現地の研究者の意見を参考
に，小売企業で販売される携帯電話端末を事
例として用いた。

４．研究成果
(1)戦略分野
①日本医薬業界の現状と課題

厚生労働省（平成１９年８月３０日）がま
とめた「新医薬品産業ビジョン～イノベーシ
ョンを担う国際競争力のある産業を目指し
て～」によると、日本の医薬品関係企業 1,660
社の約 7割超が資本金３億円以下の中小企業
であり、医薬品売上高に占める上位 30 社の
割合は 74.9％と非常に高く、上位 30 社の盛
衰に製薬産業の将来が大きく左右される状
況となっている。当然のことながら、製薬産
業は研究開発型産業であり、医薬品関係従業
者の 1割を占める研究者１人当たりの研究費
は約 4,800 万円（2005 年度）と製造業の中で



最も高くなっている。しかし、世界規模での
合併で誕生した欧米のグローバルメガファ
ーマと日本の製薬産業の研究開発費の規模
の差は拡大傾向にあり、2000 年以降に日本発
の大型新薬は登場しておらず、また、研究開
始から承認取得まで9年～17年の年月を要し
欧米に比べて製品化までの時間的コストが
掛かる「ドラッグ・ラグ問題」と称される創
薬環境の高コスト化が「治験の空洞化」をも
たらすと危惧されている。
②中国医薬業界との連携の可能性

中国は医療ニーズが集中する高齢者大国
であり、既に 65 歳以上の高齢者人口は 1 億
人を軽く超えており、2050 年には 3 億人超に
達すると予測されている。また、中国の疾病
構造は、日本と同様、過去に呼吸系統疾病、
急性伝染病、肺結核が死亡率の高い疾病であ
ったが、現在では下表に示す悪性腫瘍や心脳
血管疾病を中心に「富貴病」と言われている
生活習慣病の抑制が大きな課題となってい
る。疾病構造が類似している中国で生活習慣
病に関する治験から販売までの戦略的提携
が図れることは、日本の製薬企業にとっての
有望な生き残り戦略の一つに成り得ると考
えられる。
③戦略的提携に向けた課題

しかし、中国進出によって研究員確保や治
験を含むドラッグ・ラグの解消が期待できて
も、一つの新薬開発には 1万種類の化合物の
合成が必要と言われ、蓄積された反応式など
の合成情報の活用を容易にするデータベー
ス化がなければ、新薬開発に当たっての効率
化が図れないことにある。仮に、先行的なＩ
Ｔ化投資による戦略的提携で大きな成果を
達成できるとしても、更なる障害が待ち構え
ている。
一つには、情報の共有化によるノウハウや

パテントの漏洩である。中国政府から企業形
態や取引方式に関する認可を受けるにあた
ってノウハウやパテントに係る情報の開示
を要請される。日本の製薬企業にとって、創
薬に関するノウハウやパテント情報の保持
は企業存続の死活を左右するポイントであ
り、この絶対的保障が担保されない限り中国
の製薬企業等との戦略的提携を推進するこ
とは困難と考えられる。

もう一つが、情報やノウハウ供与により獲
得された海外所得への移転価格税制強化の
問題である。日本の税制は、海外子会社に主
要な生産設備を移管していても、技術やブラ
ンドなどを集中的に管理する機能が日本本
社にある場合、本社の無形資産が産み出した
所得価値に注目した移転価格課税を追徴す
る立場をとってきた。中国における低い法人
税率と研究開発費用の課税不算入による優
遇措置を進出チャンスとするためには日本
の移転価格税制による追徴課税の危険性を

排除する必要がある。
中国の技術移転に対する考え方も日本の

所得移転に対する考え方も、両国が享受でき
る戦略的互恵の大きさを踏まえた協議が必
要であり、アジア経済圏の成長をリードする
立場にある両国の戦略的努力が重要と思わ
れる。

(2)人的資源管理分野
人的資源管理の定量分析の結果の概要を

以下に示す。組織的公正とそれに影響を与え
ると考えられる要因の日中比較（t検定）に
ついては下表のような結果が得られた。

日本 中国 t値

評価基準 3.72 4.14 -4.95 **

基準明示 4.07 4.43 -4.20 **
発言機会 4.41 4.18 1.82 *

評価精度 4.21 4.53 -3.37 **

フィードバック 3.87 3.91 -0.31

報酬リンク 3.72 4.37 -6.00 **
戦略評価基準 4.07 4.28 -2.47 *

戦略一貫性 4.03 4.29 -2.64 **

戦略明示 4.37 4.59 -2.60 **

手続公正 3.79 4.32 -5.44 **

分配公正 4.10 4.04 0.56

*p<.05 **<.01 

上のように、先行要因のスコア全般につい
て、また手続的公正については日本よりも中
国のほうが有意に高い傾向を示した。

影響すると考えられる要因と組織的公正
との関係（重回帰分析）については下表のよ
うな結果が得られた。

制度等の変更が与える影響

業種 -.10 ** -.12 ** .14 .03
性別 -.01 .04 .06 .06
勤続年数 -.05 -.03 .06 -.23

年齢 .18 * .08 -.08 .05
規模千 .13 ** .13 ** .08 .06
管理職 .12 ** .15 ** .22 * .40 **

一定規模のリストラ .00 -.04 .08 .10
成果主義の導入 .00 .05 -.10 -.15
評価の項目･仕組みの大きな変更 .01 .03 .04 .11
組織のフラット化 .06 .07 * -.04 -.02
賃金体系の変更（諸手当の改廃） -.01 -.03 .06 -.03
退職金制度の変更 -.02 -.05 .17 .31 **

福利厚生の制度の大きな変更 -.07 -.05 .16 .01

ajdR
2 .06 ** .06 ** .09 * .21 **

日本企業 中国企業
手続き的公正 分配的公正 手続き的公正 分配的公正

*p<.05 **<.01

採用している制度が与える影響

業種 -.08 * -.10 ** .17 .08
性別 -.01 .04 .12 .14

勤続年数 -.01 .00 -.16 -.46

年齢 .11 .03 .16 .37

規模千 .11 ** .11 ** .14 .11
管理職 .15 ** .17 ** .27 ** .51 **

目標管理制度 .04 .06 .07 -.03

コンピテンシー制度 .02 .04 .32 ** .35 **

カフェテリア・プラン（福利厚生関係） .03 .01
360度評価 .10 ** .06 -.11 -.15

業績賞与制度（株価連動制度） .08 * .01 -.07 -.18 *

成果主義賃金制度 -.03 .06 .14 .09

複数の上司による階層的評価 -.05 -.02 .09 .04

ajdR2 .07 ** .07 ** .16 ** .25 **

日本企業 中国企業
手続き的公正 分配的公正手続き的公正 分配的公正

*p<.05 **<.01



評価活動及び戦略が与える影響

業種 -.01 -.04 .08 -.01

性別 -.01 .05 * .05 .13 *
勤続年数 .02 .07 .01 -.32
年齢 .01 -.04 .11 .27
規模千 -.01 .03 .04 .10
管理職 .00 .04 -.10 .12
基準適切性 .12 ** .06 * .18 ** .14 *
基準明示 .12 ** .00 .18 ** .10

発言機会 .03 .00 .24 ** .24 *
評価精度 .26 ** .43 ** .13 .15
フィードバック .01 .07 * .21 ** .22 *

報酬リンク .13 ** .21 ** -.04 .31 **
戦略評価基準 .20 ** .05 .36 ** .04

戦略一貫性 .14 ** .02 -.01 -.06

戦略明示 .10 ** .04 -.03 -.12

adjR2 .69 ** .54 ** .78 ** .71 **

日本企業 中国企業
手続き的公正 分配的公正 手続き的公正 分配的公正

*p<.05 **<.01  
以上に示されているように、先行要因と組

織的公正との関係については両国でおおむ
ね共通した結果が得られた。このような知見
をもとに、中国の人的資源管理や就業意識の
特殊性と普遍性については、今後も調査研究
を継続する必要があると考えられる。

(3)マーケティング分野
分析の結果，企業の苦情処理方針と顧客の

苦情表明行動について，次の 11 の組み合わ
せでは，3地域で有意な差があった（A 返品，
B 返品，B直接苦情，C 返品，C直接苦情，E
間接苦情，F 返品，G 返品，G 間接，H 返品，
H 間接苦情）。

一方，次の 11 の組み合わせについては，
日本と中国あるいは日本と台湾では有意な
差が見られたが，中国と台湾の間では有意な
差が見られなかった（A直接苦情，A間接苦
情，B 間接苦情，C間接苦情，D 返品，D直接
苦情，D間接苦情，E 直接苦情，F 直接苦情，
F 間接苦情，G直接苦情）。

そして，全般的な傾向として，中国と台湾
では，企業の苦情処理方針によって消費者の
苦情表明行動が大きく変化しやすいが，日本
では苦情処理方針が異なっても消費者の苦
情処理表明行動は変化しにくいことが明ら
かになった。つまり，中華圏の消費者は日本
の消費者に比べて自己利益に合理的に行動
しており，その点で解釈が容易ともいえる。
しかし日本の消費者の場合，返品や苦情表明
をしやすい制度を企業が取り入れていても，
その制度を利用しようとする消費者が少な
いのである。今回の調査の中心的な関心は主
に中華圏の消費者にあったため，これについ
ては詳細な検討をするに至らなかったが，興
味深い結果が得られた。
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